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会  議  録 
会議の名称 令和 2年度 第 2回五霞町総合教育会議 

開催日時 
令和 2年 12 月 17 日（木） 

午前 10時 30 分から 11時 11 分 

開催場所 五霞町中央公民館 3階 青少年研修室 

出席委員 

町  長  染 谷 森 雄（会議議長） 

教 育 長  千 葉 道 子 

教育委員  小 村 隆 宜 

教育委員  石 塚 和 実 

教育委員  石 垣 洋 子 

教育委員  大 道 寺 繁 行 

事務局 

総 務 課 課長  山 中 一 郎 

参事  鳩 貝 浩 之 

副主幹 五 十 嵐 俊 夫 

教育委員会 次長  猪 瀬 英 子 

主幹  内 田 将 裕 

主幹  篠 﨑 憲 一 

会議次第 

1 開会 

2 挨拶 町長 

3 議題 

(1) 五霞町立小学校統合及び小中一貫教育基本方針（案）について 

(2) その他 

4 閉会 

配付資料 

・令和 2年度 第 2 回五霞町総合教育会議次第 

・五霞町立小学校統合及び小中一貫教育基本方針（案）のパブリック

コメント手続きの結果について（資料 1） 

・五霞町立小学校統合及び小中一貫教育基本方針（案）（資料 2） 

・令和 2年度の今後のスケジュールについて（資料 3） 

・五霞町立小学校統合及び小中一貫教育基本方針の策定について 

会議の公開 公開 

傍聴人数 0 人 
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議 事 録 

発言者 会議要旨・決定事項 

鳩貝参事  皆さまこんにちは。何かとご多用の中、ご出席をいただきましてあ

りがとうございます。定刻となりましたので、ただ今から、令和 2年

度第 2 回五霞町総合教育会議を始めさせていただきます。本日進行

を務めます総務課の鳩貝と申します。よろしくお願いいたします。 

なお、本日の会議は、総合教育会議設置要綱第 6 条の規定により

まして公開となっておりますので、記録等もとらせていただきたい

と思います。現在、傍聴人はおりませんので、ご報告いたします。 

会議に入る前に資料の確認をさせていただきます。本日の次第。そ

れと資料 1 ということで、パブリックコメントの資料が 1 枚です。

資料 2 といたしまして、五霞町立小学校統合及び小中一貫教育基本

方針（案）の冊子でございます。資料 3としまして、今後のスケジュ

ールが 1 枚。それともう 1 枚が基本方針の策定について、両面刷で

方針をまとめたものとなってございますので、ご確認をお願いしま

す。 

それでは初めに、染谷町長よりご挨拶を申し上げます。 

染谷町長 

 

 はい。改めましておはようございます。本日は令和 2年度の第 2

回目を迎えます五霞町総合教育会議ということで、年末のお忙しい

中、委員の皆さん方にはご出席いただきましてありがとうございま

す。また、日頃から町の教育行政に対しまして、特段のご尽力いた

だいておりますこと、この場をお借りまして御礼申し上げます。 

少しコロナのお話をさせていただきますが、今年も半月足らずと

なりましたが、今年 1年は、日本全体というか世界全体がコロナウ

イルスと人類との闘いの 1年となってしまいました。町も 2月にコ

ロナ対策本部を立ち上げて、18 回の本部会議を開催してきました。

そういう中で教育関係の方も、今年は 3月の卒業式、4月の入学

式、修学旅行、運動会など、すべてが縮小や延期をせざるを得なく

なってしまいました。教育現場の皆さんにも、ご迷惑をかけてきた

という面がたくさんあろうかと思います。そういう中で、幸い五霞

町は、現在の感染者は 5名ということになっております。これも重

傷ではなくて、軽症で治られているという面もございます。ただ、

先月に町内の事業所でクラスターというべき感染が発生しました。

感染された方は、町外に在住ということでしたので五霞町にはカウ

ントされておりませんが、そんな状況の中、12月に入り第 3波とい

うべき拡大もしてきておりまして、特に県西・県南地域が、また、
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県の方も警戒レベルをステージ 2から 3に上げまして、古河市、境

町、坂東市、常総市など不要不急の外出は自粛というような指定も

なされました。国の方も、GO TO トラベルの一時停止という形の措

置もとられました。ひとつ年末に向けては、子供たちの方も、今年

は幸いインフルエンザが流行しておりませんけれども、コロナの方

も十分注意をしていただければとお願いをしたいと思います。 

そしてもう 1点、町が一番心配した複合災害ということで、コロ

ナと自然災害、特に台風ですが、昨年は台風 19号で避難勧告が出

ましたが、今年は対応・教訓を受けて、避難所が 11 箇所あります

が、スペースを大きくとらなくてはならないので、避難所が足らな

いという面もございまして、当然学校のほうの 2階以上の教室は、

すべて避難所ということにしていますし、車ごと避難ということ

で、防災ステーションに約 800 台が車ごと避難できる施設を設置す

ることができました。また、1か所、川妻の新幹線の高架のところ

も工事に入っております。いろいろ災害対策を講じましたが、幸い

台風が上陸ゼロと、空振りに終わったのですが、これは許される空

振りではないかなと思います。なお、この防災については、五霞中

が地域と学校が連携した防災教育モデル事業の指定を受け、2年生

を中心に災害防災教育を受けております。大いにこれらも参考にし

ていただいて、今後の防災対策にも、来年に向けて取り組んでいき

たいと考えているところでございます。 

そういう中で、今回の総合教育会議については、今年度 2回目と

いうことになるわけですが、日本全体が少子高齢社会の進行という

中で、本町の小学校 2校、中学校 1校においても年々児童数が減少

しております。また、これからも減少が見込まれておりまして、先

般、文科省から平成 27年 1 月付けで策定された「公立小学校・中

学校の適正規模・適正配置等に関する手引」の中で地域の実情に応

じた活力ある学校づくりの検討・実施が求められております。これ

を受けまして、本町でも、五霞町における義務教育のあり方につい

て、幅広い見地から検討していただこうということで、町長として

の公約にも掲げさせていただきました。私のトップダウンではなく

て、皆さんのご意見をいただいて、五霞町の教育のあり方を検討し

ていただきたいということで、この学校のあり方検討会を設置させ

ていただきました。そして、今日までこの各種アンケートの調査を

初めとして、先進地の視察を含め 7回開催させていただいてきまし

た。五霞町の子供たちにとって、どのような教育が必要か協議を進
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めていただきました。そういう中で、住民の皆さんに周知をし、ご

理解いただくために町のホームページをはじめ、この検討会の通信

というものを発行していただいて、皆さんにご理解を求めてきたと

ころでございます。 

その中で具体的な方策、実施時期、そのための教育環境の整備

を、小学校の統合・小中一貫校の実施に向けまして、本日までいろ

いろ検討いただきました。本当に検討委員会の皆さん、またこれを

担当しております教育委員会の皆さんには、今日までのご尽力に対

しまして、心から御礼を申し上げたいと思います。そして、このあ

り方検討会の具申書が 10 月 9 日に決定され、私の方にもご提出い

ただきました。また、10 月 14 日に教育委員会議において基本方針

案が決定され、これを議会の全員協議会にて説明をさせていただき

ましたところ、反対意見はございませんでした。そういう中で 11

月には、この基本方針案をパブリックコメントで、町民の皆さんか

らご意見をいただくという形をとらせていただきました。 

そういう経過を踏まえ、以前から予定しておりましたように、スピ

ード感を持ってやっていこうということで、本日、第 2 回の総合会

議の中で、今後のこの基本方針を決定していただく会議になろうか

と思いますので、どうかひとつ慎重審議をいただきまして、適切なる

ご判断をいただけますようにお願いを申し上げたいと思います。 

暮れのお忙しい中であろうかと思いますが、ひとつよろしくお願

い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。大変ご苦労様でご

ざいます。 

鳩貝参事 

 

 ありがとうございました。 

 それでは、次第に基づきまして進めさせていただきます。会議の進

行につきましては、総合教育会議の設置要綱第 4 条第 1 項の規定に

よりまして、町長の進行でお願いいたします。 

染谷町長  はい。それでは、早速ですが議題に入らせていただきます。 

「五霞町立小学校統合及び小中一貫教育基本方針（案）について」

を議題とさせていただきます。それでは、担当より説明を願います。 

篠﨑主幹  「五霞町立小学校統合及び小中一貫教育基本方針（案）について」

を資料に基づいて説明 

染谷町長  ありがとうございました。ただいま五霞町立小学校統合及び小中

一貫教育基本方針（案）についてご説明いただきました。この件につ

いて、皆さんから何かご質問があればお願いします。 

それでは、千葉教育長からお願いします。 
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千葉教育長 私は平成 27 年 7 月から五霞町教育員会でお世話になっておりま

す。五霞町の子供たちは、東小学校、西小学校で学び、五霞中学校に

進学して新しい出会いのもとに、よりたくましく成長し、心身の発

達、学力の向上が図られているところでございます。近年、社会の変

化が速度を増し、全国的に少子高齢化が進んでおります。人口減少と

少子化はここ五霞町でも顕著でございます。小学校統合につきまし

ては、これまで議会や行政懇談会でご質問をいただいたり、町の中で

尋ねられたりすることがございました。少子化が進む中、統廃合が前

提ではなく、五霞町の子供たちにとってどのような学校のあり方が

良いのか、五霞町教育委員会は令和元年 10 月、五霞町立学校のあり

方検討会を設置し協議を進めてまいりました。検討会では、五霞町に

おける児童生徒数の推移を踏まえ、町立学校の将来を展望した学校

のあり方について、子供たちにとってよりよい学習環境や生活環境、

人間関係の構築の面など幅広い見方で検討していただきました。町

内の小学校及び中学校の現状確認、他校の視察、意見交換など順調に

進められてきましたが、3月からは新型コロナウイルス感染防止の観

点から、紙面での意見交換となりました。県の対策のステージが緩和

されてからは、分散してのグループの協議を進めてまいりました。検

討会の会員の皆様は、お立場も年齢層もさまざまでした。いろいろな

ご意見が出されましたが、子供たちを思う気持ちは共通のものでご

ざいました。熱心に協議をいただきましたことに深く感謝申し上げ

る次第でございます。 

去る 10月 9 日、検討会から教育委員会あてに具申書が提出されま

した。具申書を基に五霞町委員会として、五霞町小学校統合及び小中

一貫教育基本方針（案）を作成。そして、パブリックコメントを 11

月 2 日から 12月 1 日まで実施し、本日を迎えました。将来を力強く

生きていける五霞町の子供たちを育てる、よりよい教育環境を整備

してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

染谷町長 ありがとうございます。そのほかに、ご意見ございませんか。 

それでは、先ほど冒頭でご挨拶申し上げましたように、本日の総合

教育会議の中で最終的に基本方針を決定していく場でございます

し、内容についても議事録に残すとこととなっておりますので、ここ

でお諮りをさせていただきたいと思います。 

五霞町立小学校統合及び小中一貫教育基本方針（案）について、原

案のとおりご承認をいただくことで、ご賛同いただける方は挙手を

もってお願いしたいと思います。 
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一同 全員挙手 

染谷町長  ありがとうございます。全員の挙手をいただきました。全員賛成と

いうことで決定させていただきます。 

それでは、基本方針が決定されましたので、（案）の方は消してい

ただきたいと思います。 

続きまして(2)のその他について、全体を通して何かご意見ござい

ましたらお願いします。また、今後の取組み方について、ご意見ござ

いましたらお願いします。 

鳩貝参事  事務局から 1点報告がございます。委員の皆様に 9月 24 日に開催

されました第 1 回の総合教育会議の会議録を配付させていただいて

おります。こちらの内容を、町のホームページに掲載をしていきたい

と考えてございますので、もし何かございましたら総務課または教

育委員会にご連絡をいただければと思います。近日中にホームペー

ジに掲載する予定でございますので、よろしくお願いいたします。以

上でございます。 

染谷町長  議事録も公表されますので、よろしくお願いしたいと思います。 

本日、基本方針を決定させていただきましたので、今後の統合に向

けての、スケジュールをもう一度説明いただきたいと思います。 

篠﨑主幹 基本方針の 4 ページをご覧いただきながら、ご説明させていただ

きます。こちらの中で上からご覧いただきますと、本日、基本方針が

パブリックコメントを経て決定という形になりました。この後、（仮

称）統合等準備委員会の設立に向けて準備を進めたいと思っており

ます。また、学校や PTA、地域住民説明会を 1月の開催に向けて、現

在準備を進めているところです。あわせて基本構想の説明について

も、来年の 5月、6月に向けて進めたいと考えております。この基本

構想の内容を踏まえて、基本設計や実施設計といったところに入り、

令和 4年度、5年度で工事を進めていくという形になります。その間

に準備委員会では、小学校統合のすり合わせと小中一貫教育の協議

を進めていただいて、令和 6 年度に小学校の統合した新しい学校を

開校するというところと、小中一貫教育の実施というところで、開始

ができたらという内容でございます。その前には、条例の改正や小学

校 2校の閉校の準備等がございます。 

実際に準備委員会が始まりましたら、さまざまな分野の方に関わ

っていただくことになると思いますが、随時、いろいろなところに声

掛けしながら進めていきたいと考えております。以上でございます。 

染谷町長 はい、ありがとうございます。本日、統合の方針が決定いたしまし
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て、今後のスケジュールとして、まず一つは PTA の皆さん、地域住民

の皆さん、学校関係の皆さんに説明をして、ご理解いただいて、そし

て並行してになろうと思うのですが、統合に向けた準備委員会を新

たに設置するという形で、今度はそちらの準備に入っていくと。今後

このような流れで進めさせていただきたいと思います。ただ、アンケ

ートの結果から 100％賛成というわけではありません。現状維持とい

うご意見もありました。ですから、今後説明会等の中でもいろいろな

ご意見が出てくると思いますが、約 8 割近くが統合すべきという方

向のお答えをいただいておりますし、どんな事業を進めるにも当然

反対意見はあるわけですが、よりよい方向に五霞町の教育が向くよ

うに、課題もあろうかと思うんですが、みんなでそれらを克服してい

くと。こういう形の中で、統合してよかったと言われるような五霞の

教育のあり方を求めていくと。こういう形になろうかと思います。 

今後説明会等に入ると、送迎や集合場所はどうするのかといった、

細かい話まで、もう出されてきているのですが、これは後からでも間

に合う話ですので、1番ベストな部分を皆さんで検討いただいて、進

めていかなくてはいけないのかなと思っています。 

それと、本日報道されていましたが、この少人数学級ということ

で、35 人学級ということになってくると、統合に関して、教室の数

とか変わってくると思いますし、いろいろ方針も出てきました。ま

た、GIGA スクール構想についても、前倒しで実施が文部科学省から

きております。パソコンの購入、LAN 整備等、これらに向けて取り組

んでいきます。 

それからもう一つ課題になるのが、統合して西小の校舎を使用す

るという方針が出ましたので、東小の跡地をどうするのかと。これら

も一つ大きな課題になってきます。私もできれば、あのままの施設で

何かうまく生かして、活性化になる方向で生かせたらいいのかなと

思うので、場所的にもいい場所ですし、LAN 整備もしますので、皆さ

んからいろいろな知恵を出していただいて、それを生かせたらと考

えております。私も立場上、各県の統合した廃校の利用というのは、

幾つかよそを研修してきました。その場所の条件によって使い方は

いろいろですけれど、千葉の館山では、学校を道の駅にしたんですよ

ね。またそういう条件の場所だったようですから。それから、企業と

いうのは 1 人でも起業できますから、それで 1 教室をみんな 1 つず

つ貸し与えて、そういう方向で。庭には広い運動場があるので、そこ

にプレハブで、一時的な宿泊施設、これは観光地だからできるという
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ことがあるのですが、そういう部分も取り入れて廃校を利用してい

るところもあります。また、廃校を地域のレストランとか、そういう

社交の場にしているというとこもありました。いろいろ利用用途は

あるのですが、利根町は何大学でしたか、 

―「ウエルネス大学」と言うものあり― 

そう、そういう学校関係を誘致している。私もできたらそういう部

分があったりするといいなと思いますが、いろいろ皆さんも関心持

っていただいて、そういうお話でもありましたら、ぜひお願いしたい

と思います。 

今後のスケジュールについては、お話させていただきました。また

いろいろ皆さんにもご相談しなくてはいけないこともあると思うん

ですが、特別ございませんか。何かお聞きしたい点は。 

小村委員 こちらの基本方針で令和 6 年度開校をうたっていますので、それ

に伴って工事にお金がかかってくると思います。補助金を申請すれ

ば必ずもらえるのか不安な部分がございます。それと同時に、町の方

にもご負担をかけると思いますので、その辺をよろしくお願いいた

します。 

染谷町長 

 

ちょうど今、令和 3 年度の予算編成をしているところで、町長ヒ

アリングで各課から出された部分なのですが、確かにですね、このコ

ロナで五霞町にとって、これはうちの町だけではないのですが、非常

に大きな減収になってくるということですね。経済が大分コロナで

停滞したという中で、国のほうもいろんな部分の支援策として、税の

減免措置がございます。ただ町としての心配は、固定資産税は地域、

地方で使う額が一番多いのですが、税の値上がり部分を全部軽減措

置で令和 2 年度のままでいきますと、県内を見ますと五霞町の値上

がり率が一番大きいのですが、それがもうストップされるという面

がありまして、これが大きな減収になってくる。また、法人税も当然

落ち込んできますので、これも減収になる。急ぎ町民税務課に試算を

お願いしてありますが、ほんとうに何億単位で落ち込むのかなとい

うことで、ただ、実施したい事業はたくさんありまして、役場庁舎の

方の基本設計も入っているような状況ですし、学校もそういうこと

で統合の部分も入ってきていますし、いろいろな部分が入ってきて

います。とにかくですね、この学校関係は、令和 6年で目標は立てて

おかなくてはなりませんし、一年一年子供たちは成長し、進級します

から、ここで来年遅れますよという訳にはいきませんので、学校は令

和 6 年度に向けての開校ができるように最大限、何がなんでもでき
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るように進めていきたい。ただ、ベストな施設がすぐ整うかという

と、とにかく担当課にもお話をしているのですが、まず開校できるの

が先ということで、あとはいろいろな条件も重なってこようとは思

うのですが、最初からすべて整って、教育環境を整えてというわけに

もいかないと思いますが、生徒数の変動も見ながら、それも検討して

いければと考えています。ただ、ここ 2 年ぐらいは厳しい時期であ

るということだけは、ご理解いただきたいと思います。 

はい、そのほかございますか。 

それではですね、大変慎重審議をいただきまして、また、今まであ

り方検討委員会の皆さんのご尽力もいただいてきまして、本日の総

合教育会議で基本方針を決定することができました。皆さんのご協

力に対しまして心から御礼を申し上げたいと思います。そして、今後

準備委員会等を立ち上げて、いまお話が出ました令和 6 年度開校に

向けて進めなくてはなりませんので、ご協力のほどよろしくお願い

を申し上げたいと思います。 

以上で会としての、議長の座を降ろさせていただきます。ありがと

うございました。 

鳩貝参事  ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和 2 年度第 2 回五霞町総合教育会議を閉会

とさせていただきます。 

 

 


